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次

じ
　
め
　
に

く
大
企
業
と
地
方
財
政
V
分
析
の
方
法
に
つ
い
て

釜
石
市
財
政
に
お
け
る
く
危
機
V
の
発
現
形
態

新
日
鉄
と
釜
石
市
財
政

税
財
政
制
度
と
釜
石
市

1ま

じ
　
め
　
に

　
い
わ
ゆ
る
企
業
城
下
町
の
財
政
問
題
は
、
あ
る
意
味
で
は
単
純
で
あ
る
。
少
く
と
も
単
純
に
扱
わ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。
だ
が
地
域
経

済
の
唯
一
の
支
柱
が
傾
く
と
い
う
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
企
業
城
下
町
が
、
現
実
に
危
機
打
開
の
方
途
を
探
る
と
な
る
と
、
理
論
的
に
は
単
純
な

財
政
問
題
が
き
わ
め
て
複
雑
か
つ
困
難
な
政
策
課
題
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
現
実
を
単
に
〈
解
釈
〉
す
る
理
論
の
無
力
が
、
そ
こ
で
厳
し
く

　
　
　
－
巨
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



　
　
　
1
巨
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
は
、
地
域
ぐ
る
み
ス
ク
ラ
ッ
プ
化
の
断
崖
の
縁
に
立
た
さ
れ
た
岩
手
県
釜
石
市
の
財
政
分
析
を
課
題
と
し
て
い

る
が
、
単
な
る
現
状
〈
解
釈
〉
の
域
を
超
え
る
地
方
財
政
分
析
の
方
法
を
模
索
－
文
字
ど
お
り
く
模
索
v
－
す
る
意
図
を
い
さ
さ
か
籠
め

た
も
の
で
あ
る
。

　
高
度
な
投
資
戦
略
に
も
と
づ
い
て
全
国
的
な
い
し
国
際
的
に
投
資
の
配
分
が
な
さ
れ
る
現
代
に
お
い
て
は
、
一
地
域
の
「
繁
栄
」
が
他
の
一

地
域
の
犠
牲
の
上
に
築
か
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
〈
産
業
の
問
題
v
が
く
地
域
の
問
題
v
に
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
発
展
．
、
転
化
す
る
と
い
っ

た
こ
と
が
起
こ
る
。
か
つ
て
開
発
の
重
点
と
さ
れ
た
地
域
は
、
産
業
の
発
展
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
種
々
の
社
会
的
費
用
を
被
っ
た
そ
の
上
に
、

今
度
は
当
該
産
業
の
停
滞
さ
ら
に
は
「
合
理
化
」
の
進
行
に
よ
っ
て
、
再
び
一
層
深
刻
な
地
域
問
題
を
か
か
え
る
こ
と
に
な
る
。
地
方
自
治
体

は
そ
の
よ
う
な
資
本
の
動
向
に
さ
し
あ
た
り
は
受
動
的
に
反
応
す
る
が
、
や
が
て
能
動
的
対
応
を
迫
ら
れ
る
段
階
が
く
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
能

動
的
な
対
応
を
支
え
る
べ
き
財
政
の
基
盤
が
、
地
域
問
題
を
ひ
き
起
こ
し
た
当
の
原
因
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
す
で
に
弱
体
化
し
て
い
る
。
だ
か

ら
財
政
調
整
制
度
や
国
家
的
地
域
政
策
へ
の
依
存
の
深
ま
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
〈
そ
の
地
域
に
発
生
し
て
い
る
地
域
問
題
に
自
治
体
財

政
が
自
律
的
対
応
力
を
失
い
、
次
第
に
財
政
自
治
権
を
喪
失
し
て
い
く
事
態
v
を
財
政
危
機
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
財
政
危
機
の
深
化

し
て
い
く
事
態
は
そ
こ
で
は
防
ぎ
よ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
く
能
動
的
対
応
v
は
、
危
機
を
逆
手
に
と
っ
た
一
、
危
機

認
識
を
バ
ネ
に
し
た
一
一
対
応
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
（
本
稿
は
福
島
大
学
地
域
開
発
研
究
会
に
よ
る
釜
石
調
査
研
究
の
中
間
報
告
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
）

一
、
八
大
企
業
と
地
方
財
政
V
分
析
の
方
法
に
つ
い
て

企
業
立
地
と
地
域
社
会
の
問
題
を
研
究
し
た
業
績
は
少
な
く
な
い
。

つ
ま
み
食
い
的
で
は
あ
る
が
摘
記
し
整
理
し
た
い
。

こ
こ
で
は
そ
れ
ら
各
業
績
の
な
か
で
地
方
財
政
に
関
諒
し
た
部
分
を
、



　
ω
　
日
本
人
文
科
学
会
『
近
代
鉱
工
業
と
地
域
社
会
の
展
開
』
　
（
一
九
五
五
年
）
①

　
日
立
製
作
所
お
よ
び
日
立
鉱
山
の
ま
ち
日
立
市
（
旧
日
立
市
と
旧
多
賀
町
）
を
対
象
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
シ
ャ
ウ
プ
税
制
の
成
立
に
よ
り
新
た
な
独
立

財
源
（
法
人
住
民
税
お
よ
び
固
定
資
産
税
）
を
得
て
、
巨
大
な
事
業
所
を
擁
す
る
日
立
市
は
一
挙
に
富
裕
団
体
に
な
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に

日
立
市
財
政
は
事
業
所
の
活
動
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
の
下
に
入
る
。
そ
こ
で
「
第
一
に
事
業
所
は
、
市
財
政
と
く
に
そ
の
収
入
に
た
い
し
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
か
、
第
二
に
そ
う
い
う
地
位
が
日
立
市
の
『
自
治
』
行
政
に
ど
う
い
う
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
第
三
に
、
以
上
の
分
析
を
通
し
て
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
も
と
づ
く
『
地
方
自
治
』
の
強
化
が
、
大
事
業
所
を
擁
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
研
究
は
収
入
面
に
つ
い
て
、
①
市
税
収
入
に
占
め
る
各
事
業
所
の
比
重
の
大

い
さ
　
②
厖
大
な
償
却
資
産
の
評
価
に
お
い
て
事
業
所
の
申
告
を
鵜
呑
み
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
　
③
大
規
模
償
却
資
産
税
の
近
隣
町
村
へ
の
一
部
配
分

を
、
市
と
事
業
所
が
共
同
で
食
い
止
め
た
事
実
　
④
少
数
事
業
所
へ
の
依
存
と
い
う
こ
と
か
ら
徴
税
費
の
節
減
と
徴
税
率
の
高
水
準
が
生
じ
る
こ
と
　
⑤
事

業
所
か
ら
の
寄
付
金
の
少
い
こ
と
は
市
税
負
担
の
大
い
さ
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
こ
と
　
⑥
公
営
住
宅
の
建
設
事
業
債
を
事
業
所
が
引
受
け
て
い
る
こ
と
、

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
支
出
面
で
は
、
①
事
業
所
立
地
に
よ
る
生
活
・
教
育
水
準
の
高
さ
が
行
政
の
高
度
化
を
要
請
し
庁
費
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と

②
事
業
所
所
在
地
へ
の
土
木
費
の
優
先
配
分
　
③
公
営
住
宅
が
社
宅
を
代
位
し
、
家
賃
を
会
社
が
負
担
し
て
い
る
事
実
　
④
失
業
対
策
費
が
事
業
所
の
た
め

の
労
働
力
需
給
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
　
⑤
事
業
所
の
医
療
施
設
の
存
在
の
た
め
保
健
衛
生
費
の
少
い
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
「
市

当
局
じ
た
い
が
い
わ
ば
事
業
所
の
代
行
機
関
」
に
近
づ
き
、
　
「
公
共
的
事
務
が
私
的
資
本
の
事
務
と
し
て
遂
行
さ
れ
」
る
一
方
で
、
　
「
地
方
住
民
の
間
に
自

治
意
識
が
失
わ
れ
る
」
現
象
が
示
唆
さ
れ
る
。

　
図
　
日
本
人
文
科
学
会
『
近
代
産
業
と
地
域
社
会
』
　
（
一
九
五
六
年
）
②

　
岡
山
県
美
穀
村
（
新
見
市
に
合
併
一
小
野
田
セ
メ
ン
ト
阿
哲
工
場
）
お
よ
び
常
盤
村
（
総
社
市
に
合
併
一
大
日
本
紡
績
常
盤
工
場
）
が
対
象
で
あ

る
。
「
地
方
財
政
と
い
え
ば
、
赤
字
・
窮
乏
の
同
義
語
に
お
か
れ
る
現
在
、
美
穀
村
が
九
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
自
主
財
源
を
も
つ
こ
と
は
、
い
か
に
も
特
殊
的

・
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
れ
の
関
心
の
第
一
は
、
こ
の
特
殊
的
・
例
外
的
と
み
ら
れ
る
な
か
で
、
一
般
的
・
普
遍
的
な
法
則
が
い
か
な
る

か
た
ち
で
貫
徹
し
て
い
る
か
を
見
き
わ
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」
「
第
二
に
、
当
面
す
る
地
方
財
政
の
窮
乏
が
、
政
府
－
自
治
庁
見
解
の
い
わ
ゆ
る
『
住
民
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巨
大
企
業
「
合
理
化
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と
地
方
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

自
治
意
識
の
欠
如
』
『
制
度
の
欠
陥
”
占
領
制
度
の
行
過
ぎ
』
に
あ
る
と
せ
ば
、
富
裕
村
は
、
ま
ず
そ
の
物
質
的
基
盤
に
お
い
て
、
そ
の
憂
い
な
し
と
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
果
し
て
然
り
や
否
や
。
」
「
第
三
の
問
題
と
し
て
、
富
裕
村
そ
れ
自
体
の
存
立
基
盤
が
大
工
場
の
所
在
に
あ
る
か
ぎ
り
、
大
工
場
巨
独
占
資
本

と
地
方
自
治
体
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
こ
の
点
は
、
国
家
財
政
・
財
政
政
策
の
性
格
と
と
も
に
全
機
構
的
に
把
握
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
」
。
美
穀
村
は
周
辺
村
に
比
べ
財
政
規
模
が
著
し
く
大
き
く
、
最
終
予
算
額
が
当
初
予
算
を
大
き
く
上
回
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
収
入

に
お
い
て
は
　
①
村
民
税
は
最
も
軽
微
な
賦
課
方
式
（
〇
三
）
に
よ
っ
て
お
り
、
し
か
も
税
率
は
一
〇
〇
分
の
一
〇
（
制
限
税
率
一
〇
〇
分
の
一
七
）
に
す

ぎ
な
い
が
、
こ
の
村
民
税
じ
た
い
が
大
衆
課
税
で
あ
る
こ
と
　
②
法
人
税
割
も
税
率
一
〇
〇
分
の
六
（
同
｝
O
O
分
の
七
・
五
）
で
あ
り
、
企
業
に
無
用
の

遠
慮
を
し
て
い
る
こ
と
　
③
「
小
野
田
セ
メ
ン
ト
の
工
場
が
、
一
農
村
の
固
定
資
産
評
価
委
員
に
、
正
当
な
評
価
を
さ
せ
た
と
考
え
る
の
は
、
考
え
る
方
が

ど
う
か
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
、
か
く
て
④
「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
い
う
『
租
税
負
担
の
公
平
』
が
内
容
と
す
る
大
資
本
に
は
大
幅
減
税
、

低
額
所
得
層
へ
の
逆
進
的
重
税
と
い
う
一
般
的
効
果
を
、
『
軽
い
』
と
い
わ
れ
る
美
穀
村
財
政
に
お
け
る
村
税
収
入
の
基
抵
に
、
わ
れ
わ
れ
は
確
認
せ
ざ
る

を
え
な
い
」
。
経
費
に
つ
い
て
は
①
駐
在
所
新
築
費
の
大
き
い
こ
と
は
小
野
田
セ
メ
ン
ト
工
場
を
中
心
と
す
る
治
安
体
制
の
強
化
を
意
味
し
て
い
る
こ
と

②
消
防
費
の
う
ち
食
糧
費
が
著
し
く
大
き
く
、
「
日
本
一
の
消
防
団
」
が
警
察
に
類
す
る
も
の
と
し
て
組
織
・
育
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
　
③
災
害
復
旧
費
が

災
害
を
再
生
産
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
む
し
ろ
ボ
ス
の
農
村
支
配
体
制
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
経
費
を
O
り
村
行
政
に
参
加

し
て
い
る
人
た
ち
が
得
る
経
費
④
労
働
者
貧
農
の
収
入
と
な
る
経
費
　
㈲
商
人
・
業
者
の
売
上
収
入
に
な
る
経
費
　
ω
上
級
機
関
・
外
郭
団
体
・
各
種
団

体
へ
の
経
費
に
分
類
し
、
経
費
が
工
場
お
よ
び
地
域
保
守
層
の
地
域
支
配
を
補
強
し
て
い
る
と
結
論
さ
れ
る
。
常
盤
村
に
つ
い
て
は
工
場
誘
致
を
め
ぐ
っ

て
、
そ
の
必
然
性
、
資
金
調
達
、
そ
の
財
政
効
果
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
①
誘
致
に
伴
う
臨
時
費
を
ま
か
な
う
た
め
に
総
社
町
と
の
合
併
が
な
さ
れ
た

こ
と
　
②
工
場
側
は
誘
致
条
件
を
吊
り
上
げ
税
制
面
で
の
優
遇
を
獲
得
し
た
こ
と
　
③
税
収
は
思
う
よ
う
に
上
が
ら
ず
住
民
の
生
活
向
上
に
は
つ
な
が
ら
な

か
っ
た
こ
と
、
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
肝
腎
な
こ
と
は
、
地
方
財
政
の
危
機
を
解
決
す
る
も
の
が
、
地
方
へ
の
工
場
誘
致
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
工
場
誘

致
に
狂
奔
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
地
方
税
制
度
－
地
方
財
政
計
画
〔
の
改
革
〕
に
こ
そ
あ
る
事
態
を
銘
記
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

　
㈲
　
東
北
大
学
文
学
部
社
会
学
研
究
室
『
産
業
都
市
の
構
造
分
析
一
釜
石
市
を
手
が
か
り
と
し
て
一
』
③

　
カ
の
こ
も
っ
た
研
究
で
あ
る
が
、
財
政
は
ご
く
簡
略
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
経
済
過
程
」
分
析
の
う
ち
「
租
税
」
の
項
に
お
い
て
、
①
収



入
に
お
け
る
釜
石
製
鉄
所
の
比
重
の
著
大
な
こ
と
　
②
そ
れ
ゆ
え
景
気
変
動
に
市
財
政
の
大
き
く
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
「
政
治
過
程
」

分
析
の
な
か
で
、
昭
和
三
〇
年
の
合
併
時
の
赤
字
の
解
消
に
製
鉄
所
か
ら
の
融
資
の
貢
献
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
財
政
分
析
は
残
念
な
が
ら

「
紙
数
の
都
合
で
割
愛
」
さ
れ
た
。

　
鰯
　
日
本
人
文
科
学
会
『
技
術
革
新
の
社
会
的
影
響
』
　
（
一
九
六
三
年
）
＠

　
ト
ヨ
タ
自
動
車
工
業
と
豊
田
市
の
分
析
で
あ
る
。
市
財
政
の
規
模
は
年
々
増
大
し
多
額
の
黒
字
を
計
上
し
て
い
る
。
収
入
面
で
は
①
シ
ャ
ウ
プ
税
制
の
成

立
に
よ
る
自
主
財
源
比
率
の
著
増
　
②
市
民
税
中
ト
ヨ
タ
企
業
体
の
法
人
分
が
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
　
③
ま
た
個
人
所
得
割
で
も
ト
ヨ
タ
の

給
与
所
得
が
過
半
で
あ
る
こ
と
　
④
ト
ヨ
タ
の
固
定
資
産
税
は
漸
減
し
て
お
り
そ
こ
に
は
評
価
に
か
か
わ
る
問
題
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
さ
れ

る
。
支
出
に
お
い
て
は
①
投
資
的
経
費
の
比
重
が
県
下
最
大
で
あ
り
、
そ
れ
も
ト
ヨ
タ
自
工
の
発
展
と
軌
を
一
に
し
て
普
通
建
設
事
業
が
膨
張
し
た
結
果
で

あ
る
こ
と
　
＠
投
資
的
経
費
の
推
移
を
み
る
と
「
二
五
年
以
降
の
ト
ヨ
タ
企
業
体
の
担
税
能
力
の
増
大
に
と
も
な
っ
て
、
市
自
治
体
が
工
場
地
帯
に
対
し
優

先
的
に
財
政
支
出
を
し
た
こ
と
」
が
判
明
す
る
。

　
㈲
　
東
京
都
新
財
源
構
想
研
究
会
『
都
市
財
政
改
革
の
構
想
』
　
（
一
九
七
三
～
一
九
七
九
）
⑤

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
業
績
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
が
、
〈
大
企
業
と
地
方
財
政
V
分
析
と
し
て
見
て
こ
れ
は
画
期
的
な
研
究
だ
。
大
量
の
統
計
資
料
を
駆

使
し
て
、
本
研
究
は
①
企
業
な
か
ん
づ
く
大
企
業
の
営
業
活
動
に
よ
っ
て
東
京
都
の
行
政
需
要
が
尨
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
　
②
企
業
が
大
都
市
東

京
の
集
積
利
益
を
享
受
す
る
一
方
で
外
部
負
経
済
を
ま
き
散
ら
し
て
い
る
こ
と
　
③
に
も
か
か
わ
ら
ず
今
日
の
租
税
制
度
の
も
と
で
大
企
業
が
特
別
措
置
に

よ
る
減
免
税
の
利
益
を
十
二
分
に
貧
っ
て
い
る
こ
と
　
④
ま
た
今
日
の
地
方
財
政
制
度
1
と
く
に
地
方
交
付
税
制
度
1
が
、
大
部
市
の
行
政
需
要
を
正

当
に
評
価
し
う
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
等
が
論
証
さ
れ
て
い
る
。
付
属
資
料
の
一
「
大
都
市
東
京
の
企
業
活
動
と
行
政
需
要
」
お
よ
び
H
「
地

方
交
付
税
の
需
要
算
定
の
実
態
と
問
題
点
」
が
と
く
に
興
味
深
い
。

　
⑥
　
宮
本
憲
一
編
『
大
都
市
と
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
・
大
阪
』
　
（
一
九
七
七
年
）
⑥

　
堺
・
泉
北
臨
海
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
造
成
が
国
・
大
阪
府
・
堺
市
等
に
も
た
ら
し
た
税
財
政
効
果
を
分
析
す
る
。
①
コ
ン
ビ
＋
ー
ト
諸
企
業
と
地
元
企
業
と
の

産
業
連
関
は
薄
く
雇
用
効
果
も
小
さ
く
、
そ
こ
で
創
出
さ
れ
た
利
潤
の
大
半
が
域
外
に
流
出
し
て
い
る
こ
と
　
②
莫
大
な
公
共
投
資
が
産
業
基
盤
整
備
に
注

　
　
一
団
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三



　
　
1
巨
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

人
さ
れ
、
立
地
企
業
は
地
域
独
占
利
潤
を
得
て
い
る
こ
と
　
③
大
都
市
圏
の
有
す
る
「
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
」
が
十
分
に
活
用
さ
れ
投
資
の
効
率
を
高
め
て

い
る
こ
と
　
④
立
地
企
業
か
ら
の
府
税
収
入
は
意
外
に
少
く
、
市
税
収
入
の
増
大
も
実
は
地
方
交
付
税
算
定
の
さ
い
基
準
財
政
収
入
額
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る

た
め
歳
入
の
増
大
に
は
部
分
的
に
し
か
貢
献
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
　
⑤
開
発
投
資
と
国
税
・
地
方
税
収
入
の
バ
ラ
ン
ス
・
シ
ー
ト
は
大
幅
な
マ
イ
ナ
ス

と
な
っ
て
い
る
こ
と
　
⑥
他
方
で
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
に
よ
っ
て
様
々
な
社
会
的
費
用
が
発
生
し
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
大
き
な
財
政
負
担
を
産
ん
で
い
る

こ
と
　
⑦
固
定
資
産
（
土
地
）
の
過
小
評
価
、
特
別
償
却
、
電
気
・
ガ
ス
税
の
非
課
税
、
事
業
税
の
損
金
算
入
な
ど
が
大
企
業
の
「
不
払
費
用
利
潤
化
」
現

象
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
　
⑧
分
割
法
人
の
事
業
税
・
住
民
税
の
地
域
間
配
分
が
従
業
員
数
を
基
準
に
し
て
行
わ
れ
る
た
め
、
最
新
鋭
の
装
置
産
業
で
あ
る

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
立
地
す
る
地
方
自
治
体
が
不
利
を
被
っ
て
い
る
こ
と
等
が
、
具
体
的
な
数
字
を
も
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
ω
　
宮
本
憲
一
編
『
公
害
都
市
の
再
生
・
水
俣
』
　
（
一
九
七
七
年
）
⑦

　
「
水
俣
市
財
政
に
対
す
る
チ
ッ
ソ
の
地
域
支
配
お
よ
び
自
治
体
支
配
の
反
映
」
が
検
討
さ
れ
る
。
①
土
木
費
の
比
率
が
低
い
の
に
対
し
民
生
費
の
そ
れ
が

高
く
、
経
費
は
一
見
す
る
と
福
祉
型
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
が
、
民
生
費
の
八
○
％
は
生
活
保
護
費
、
労
働
費
の
一
〇
〇
％
が
失
対
事
業
費
で
あ
り
、
経
費

構
造
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
地
域
社
会
の
貧
困
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
　
②
チ
ッ
ソ
の
営
業
基
盤
と
し
て
の
港
湾
整
備
に
大
き
な
財
政
資
金
が
投
入
さ
れ
た

（
水
俣
病
問
題
の
表
面
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
こ
と
　
③
チ
ッ
ソ
の
カ
ー
バ
イ
ド
津
が
原
因
と
な
っ
た
浚
渫
工
事
の
分
担
金
を
チ
ッ
ソ
が
支
払
わ
ず
、
市
が

肩
替
わ
り
し
た
事
例
④
市
税
収
入
に
占
め
る
チ
ッ
ソ
の
比
重
は
漸
減
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
水
俣
工
場
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
化
と
他
部
門
へ
の
設
備
投
資
」

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
固
定
資
産
の
過
小
評
価
も
そ
の
一
因
と
思
わ
れ
る
こ
と
　
⑤
進
出
企
業
の
陳
情
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
工
場
誘
致
条
例
が
（
固

定
資
産
増
設
の
場
合
の
租
税
減
額
条
項
に
よ
り
）
既
存
の
チ
ッ
ソ
に
一
層
の
利
益
を
与
え
た
こ
と
　
⑥
改
訂
さ
れ
た
工
場
誘
致
条
例
が
チ
ッ
ソ
の
傍
系
会
社

に
照
準
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
「
チ
ッ
ソ
の
労
働
者
に
対
す
る
配
置
転
換
の
た
め
の
道
が
は
き
清
め
ら
れ
」
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

　
圖
　
田
野
崎
昭
夫
編
『
産
業
組
織
体
と
地
域
社
会
構
造
と
の
関
連
お
よ
び
変
動
の
研
究
－
岩
手
県
釜
石
市
を
対
象
と
し
て
一
』
（
一
九
八
○
年
）
⑧

　
一
九
五
九
年
の
釜
石
研
究
の
追
跡
調
査
で
あ
る
。
「
経
済
過
程
」
に
お
い
て
は
①
釜
石
鉱
山
お
よ
び
釜
石
製
鉄
所
の
合
理
化
が
市
税
収
入
に
及
ぼ
す
影
響

②
租
税
を
通
ず
る
地
域
社
会
へ
の
製
鉄
所
の
寄
与
は
縮
小
し
て
い
る
こ
と
、
が
示
さ
れ
る
。
「
政
治
過
程
」
の
分
析
で
は
①
歳
入
面
で
の
製
鉄
所
の
比
重
の



漸
減
と
地
方
債
の
増
大
　
②
昭
和
四
一
年
か
ら
四
三
年
に
か
け
て
の
財
政
再
建
が
．
市
行
政
の
合
理
化
と
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
事

実
③
昭
和
五
〇
年
以
降
、
積
極
財
政
に
よ
る
地
域
振
興
が
図
ら
れ
て
い
る
が
、
地
方
債
の
累
積
は
財
政
危
機
を
招
来
す
る
危
険
の
あ
る
こ
と
、
が
指
摘
さ

れ
る
。
「
徐
々
に
で
は
あ
れ
釜
鉄
の
影
響
力
が
衰
退
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
釜
石
市
と
し
て
は
、
地
域
経
済
ば
か
り
で
な
く
市
財
政
も
ま
た
『
脱
釜
鉄
化
』
を

追
求
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
あ
る
の
が
結
論
で
あ
る
。

　
⑨
　
地
域
構
造
研
究
会
『
東
海
地
域
の
経
済
社
会
構
造
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』
　
（
一
九
八
○
）
⑨

　
ト
ヨ
タ
自
工
と
豊
田
市
の
再
研
究
だ
が
、
調
査
は
ま
だ
継
続
中
で
あ
り
、
こ
れ
は
中
間
報
告
で
あ
る
。
愛
知
県
が
こ
の
地
域
の
自
動
車
産
業
に
工
場
用
地

・
道
路
等
の
産
業
基
盤
を
整
備
・
供
与
し
た
の
に
対
し
、
豊
田
市
が
．
資
本
の
蓄
積
“
ト
ヨ
タ
自
工
を
頂
点
と
す
る
自
動
車
産
業
の
急
成
長
か
ら
も
た
ら
さ

れ
る
様
々
な
諸
矛
盾
と
地
域
問
題
の
い
わ
ば
矛
盾
吸
収
機
能
を
担
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
姿
」
が
描
か
れ
る
。
豊
田
市
は
①
財
政
規
模
が
著
し
く
膨
張
し

て
い
る
一
方
で
き
わ
め
て
高
い
財
政
力
指
数
を
誇
っ
て
い
る
　
②
普
通
建
設
事
業
費
と
り
わ
け
単
独
事
業
と
し
て
の
そ
れ
が
際
立
っ
て
大
き
い
　
③
地
方
税

の
ウ
ェ
イ
ト
が
高
い
が
こ
れ
は
ト
ヨ
タ
自
工
へ
の
依
存
を
示
す
と
と
も
に
内
部
に
不
安
定
性
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
。
財
政
危
機
の
本
質
を
”
住

民
生
活
の
危
機
・
貧
困
化
の
一
形
態
で
あ
り
、
そ
の
財
政
的
表
現
で
あ
る
”
と
の
視
角
か
ら
と
ら
え
た
と
き
、
こ
の
斗
ヨ
タ
自
工
依
存
の
豊
田
市
財
政
の

『
富
裕
』
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
①
「
ト
ヨ
タ
自
工
目
自
動
車
産
業
の
労
働
力
吸
引
と
、
そ
う
し
た
労
働
者
の
こ
の

地
域
で
の
生
活
の
展
開
ロ
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
対
応
」
し
て
市
の
人
口
動
態
に
質
的
な
変
化
が
生
じ
た
　
②
そ
れ
が
人
口
増
の
地
域
的
拡
大
分
散
を
も
伴

い
、
都
市
施
設
の
未
整
備
な
地
域
の
市
街
地
化
を
促
し
て
、
都
市
問
題
“
財
政
需
要
増
を
も
た
ら
し
た
　
③
こ
れ
に
対
し
市
の
行
政
投
資
は
、
そ
の
絶
対
額

の
大
い
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
く
基
礎
的
な
都
市
基
盤
整
備
に
も
立
ち
お
く
れ
を
見
せ
て
お
り
　
④
ま
た
市
財
政
ぜ
ん
た
い
が
地
域
矛
盾
や
住
民
要
求
の

多
様
化
に
対
応
し
て
総
花
的
な
性
格
を
強
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
⑯
　
舘
逸
雄
編
『
巨
大
企
業
の
進
出
と
住
民
生
活
－
君
津
市
に
お
け
る
地
域
開
発
の
展
開
1
』
　
（
一
九
八
一
年
）
⑩

　
釜
石
の
〈
ス
ク
ラ
ッ
プ
〉
に
対
す
る
く
ビ
ル
ド
V
の
面
を
体
現
す
る
千
葉
県
君
津
市
を
対
象
と
し
た
調
査
研
究
で
あ
る
。
君
津
市
は
君
津
製
鉄
所
の
大
規

模
償
却
資
産
税
の
獲
得
を
目
的
に
合
併
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
。
今
や
豊
田
市
に
次
い
で
高
い
財
政
力
指
数
を
も
つ
「
富
裕
団
体
」
で
あ
る
。
だ
が
①
一
事
業

所
依
存
の
く
城
下
町
財
政
V
で
あ
り
、
　
「
市
税
収
入
は
自
主
財
源
で
あ
る
が
、
一
社
依
存
の
ば
あ
い
は
そ
れ
は
む
し
ろ
依
存
財
源
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
」

　
　
1
巨
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五



　
　
　
一
団
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

　
な
い
こ
と
　
②
デ
ラ
ッ
ク
ス
な
庁
舎
建
設
等
へ
の
投
資
的
経
費
が
、
地
方
債
や
債
務
負
担
行
為
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
単
独
事
業
費
で
あ
る
と
い
う
体
質

　
③
義
務
的
経
費
が
漸
増
し
て
お
り
．
市
財
政
の
窮
迫
化
．
硬
直
化
」
の
進
行
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
市
財
政
は
「
厳
し
い
財
政
危
機
に
直
面
し
て
い

　
る
と
い
っ
て
よ
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
右
の
よ
う
な
諸
業
績
に
学
び
な
が
ら
く
大
企
業
と
地
方
財
政
v
分
析
の
方
法
を
考
え
た
い
。
大
企
業
の
立
地
に
よ
り
一
時
的
に
せ
よ
自
治
体

は
多
大
の
税
収
を
得
て
富
裕
団
体
化
す
る
。
　
（
企
業
誘
致
の
す
す
め
方
如
何
で
は
そ
れ
す
ら
画
餅
に
帰
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
は
上
述
の
岡
山

県
常
盤
村
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
）
だ
が
そ
れ
は
く
企
業
城
下
町
財
政
体
質
v
が
ビ
ル
ト
・
イ
ン
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ

か
な
ら
ず
、
資
本
の
蓄
積
速
度
へ
の
依
存
（
償
却
資
産
の
減
耗
を
埋
め
合
わ
せ
る
だ
け
の
設
備
投
資
を
要
請
す
る
必
然
性
が
、
固
定
資
産
税
収

確
保
の
面
か
ら
生
じ
る
）
、
あ
る
い
は
歳
入
が
営
業
利
益
の
拡
大
・
縮
小
に
余
り
に
弾
力
的
に
反
応
す
る
こ
と
に
よ
る
収
入
の
不
安
定
性
の
増

大
と
い
っ
た
、
独
特
の
歳
入
構
造
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
．
、
企
業
の
設
備
や
利
益
と
自
治
体
収
入
の
間
に
は
・

国
と
地
方
な
い
し
地
方
相
互
間
の
税
．
財
源
配
分
お
よ
び
国
税
制
度
上
の
要
因
が
介
在
す
る
。
分
割
法
人
の
住
民
税
の
帰
属
問
題
や
（
広
義

の
）
租
税
特
別
措
置
の
地
方
税
へ
の
影
響
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
経
費
面
で
は
、
大
企
業
立
地
に
由
来
す
る
特
殊
な
財
政
需
要
の
発
生
パ

タ
ー
ン
が
あ
り
、
同
時
に
行
政
と
企
業
と
の
共
生
旺
癒
着
関
係
か
ら
生
ず
る
個
別
的
な
事
情
も
往
々
に
し
て
経
費
構
造
を
規
定
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
認
識
か
ら
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
分
析
手
法
を
工
夫
す
る
か
は
対
象
と
な
る
地
域
・
自
治
体
の
性
格
い
か
ん
に
依
る
こ
ど
で

あ
っ
て
、
上
述
の
諸
研
究
も
力
点
の
置
き
ど
こ
ろ
は
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
的
な
枠
組
み
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
五
つ
の
規
定
要
因
に
分

け
て
現
実
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
り
ま
た
有
効
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
．
、

　
ω
財
政
体
質
要
因
　
大
企
業
立
地
と
い
う
特
異
な
産
業
目
雇
用
構
造
か
ら
生
ず
る
固
有
な
歳
入
・
歳
出
の
問
題
。

　
の
財
政
制
度
要
因
　
企
業
城
下
町
化
現
象
の
下
で
の
独
特
な
地
域
問
題
“
需
要
構
造
と
、
全
国
一
律
の
制
度
と
し
て
あ
る
税
財
政
制
度
と
の

特
殊
な
か
か
わ
り
の
問
題
。



第1図　産業都市財政分析の枠組み
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一
団
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
1
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八

　
⑥
政
策
動
向
要
因
　
国
や
府
県
の
産
業
政
策
・
地
域
政
策
・
広
域
行
政
等
の
展
開
が
当
該
地
域
の
財
政
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
か
と

い
う
問
題
。

　
ω
地
域
権
力
要
因
　
企
業
と
自
治
体
と
の
も
た
れ
合
い
の
中
か
ら
生
じ
う
る
あ
る
種
の
政
治
権
力
構
造
が
財
政
に
及
ぼ
す
作
用
の
問
題
、

　
⑤
財
政
運
営
要
因
　
以
上
の
四
要
因
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
な
か
で
、
自
治
体
財
政
運
営
が
特
殊
に
背
負
わ
さ
れ
る
課
題
お
よ
び
そ
の
現
状
。

　
こ
れ
を
図
式
化
す
れ
ば
第
1
図
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
第
一
の
く
財
政
体
質
要
因
v
は
企
業
都
市
財
政
分
析
の
い
わ
ば
定
石
で
あ
る
が
、
こ
れ

だ
げ
で
分
析
が
一
件
落
着
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
二
の
く
財
政
制
度
要
因
V
は
、
古
く
は
シ
ャ
ウ
プ
税
制
の
問
題
か

ら
始
ま
り
、
最
近
は
東
京
都
財
政
の
分
析
で
飛
躍
的
な
研
究
の
前
進
を
見
た
。
第
三
の
く
政
策
動
向
要
因
v
は
国
家
の
様
々
な
地
域
政
策
が
登

場
し
て
い
る
現
在
重
要
で
あ
る
が
、
企
業
都
市
に
つ
い
て
は
ま
だ
目
ぼ
し
い
研
究
実
績
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
第
四
の
く
地
域
権
力
要

因
v
は
デ
ス
ク
．
ワ
ー
ク
で
は
到
底
解
明
で
き
な
い
最
も
調
査
の
困
難
な
領
域
だ
。
上
述
の
諸
研
究
の
中
で
は
⑧
の
内
藤
正
中
氏
の
も
の
が
こ

の
点
の
分
析
に
傾
い
て
い
る
。
最
後
に
分
析
ぜ
ん
た
い
の
方
向
が
第
五
の
く
財
政
運
営
要
因
v
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
諸

要
因
を
ひ
と
ま
ず
別
個
に
分
析
し
、
次
い
で
そ
の
相
互
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
〈
現
状
打
開
の
糸
口
が
ど
の
方
向
に
存
在
す
る

か
v
が
初
め
て
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
は
釜
石
市
に
つ
い
て
、
主
に
第
一
・
第
二
要
因
へ
の
接
近
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
要
因
に
関
し
て
は
別
稿
（
本
誌
次
号
）
を
用

意
す
る
。

二
、
釜
石
市
財
政
に
お
け
る
く
危
機
V
の
発
現
形
態
（
〈
概
観
V
）

財
政
危
機
と
は
、

い
く
事
態
を
い
う
。

そ
の
地
域
に
発
生
し
て
い
る
地
域
問
題
に
自
治
体
財
政
が
自
律
的
対
応
力
を
失
い
、

財
政
収
支
の
悪
化
は
そ
の
重
要
な
一
契
機
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

次
第
に
財
政
自
治
権
⑪
を
喪
失
し
て



　　第1表岩手県下各市の財政指標（昭和53年）
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　　　（出所）自治省財政局編「市町村別財政状況調」　（昭和53年度）

　
と
こ
ろ
で
、
釜
石
市
財
政
は
危
機
の
段
階
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
第
1
表
は
岩
手
県
下
一
三
市
の
経
常
収
支
比
率

一
と
財
政
力
指
数
（
一
九
七
八
年
度
）
で
あ
る
が
、
釜
石
市
の
経
常
収
支
比
率
は
と
り
た
て
て
高
い
わ
け
で
は
な
く

一
す
な
わ
ち
財
政
の
硬
直
度
が
特
に
す
す
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
一
、
ま
た
財
政
力
指
数
は
盛
岡
市
に
次

い
で
大
き
い
。
こ
こ
一
〇
年
の
決
算
を
見
て
も
実
質
収
支
で
赤
字
を
記
録
し
た
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
岩
手
県
当
局
に
釜
石
市
財
政
の
現
状
に
対
す
る
危
機
認
識
の
な
い
の
は
当
然
と
い
え
ば
い
え
よ
う
。
だ
が
釜

石
市
自
身
は
年
々
危
機
意
識
を
深
め
て
い
る
。

　
過
去
八
年
間
の
収
支
の
状
況
を
第
2
表
に
見
よ
う
。
実
質
収
支
は
一
貫
し
て
黒
字
だ
が
、
単
年
度
収
支
は
ほ
ぼ

隔
年
で
赤
字
を
記
録
し
て
お
り
、
そ
の
都
度
積
立
金
を
と
り
く
ず
す
こ
と
に
よ
っ
て
実
質
収
支
に
赤
字
が
表
面
化

す
る
の
を
防
い
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
3
表
は
地
方
債
現
在
高
で
あ
る
。
起
債
輩
、
同
比
率
（
市
債
現
在
高
を
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正
副
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購
朗
掛
導
爆
難

■
標
準
財
政
規
模
で
除
し
た
も
の
）
は
近
年
急
上
昇
し
て
お
り
、
公
債
費
比
率
（
第
4
表
）
は
一
〇
。
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
「
要
注
意
団
体
」
の

域
に
あ
る
。
財
政
調
整
基
金
も
払
底
し
つ
つ
あ
り
、
積
立
金
を
使
っ
た
収
支
の
や
り
く
り
は
限
界
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
早

第4表　公債費比率
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4
4
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和
昭
同
同
同
同
同
同
同

（出所）釜石市財政課

晩
赤
字
の
表
面
化
の
避
け
ら
れ
な
い
趨
勢
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
は
釜
石
市
に
固
有
の
く
地
域
問
題
v
に
由
来

し
て
い
る
。
釜
石
市
の
地
域
問
題
」
ひ
と
く
ち
に
言
え
ば
そ
れ

は
特
異
な
く
過
疎
問
題
V
で
あ
る
。
人
口
統
計
を
見
よ
う
（
第
5

表
）
。
一
九
八
○
年
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
市
の
人
口
は
五
年
前
よ

り
三
、
七
三
一
人
減
少
し
て
い
る
。
　
（
釜
石
製
鉄
所
は
十
月
一
日

の
国
勢
調
査
に
際
し
て
長
期
出
張
者
を
呼
び
戻
す
な
ど
し
て
人
為
的
に
市
人
口
を
膨
張
さ
せ
た
と
い
わ
れ
る
。

だ
と
す
れ
ば
実
際
の
人
口
減
少
は
も
っ
と
大
き
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
）
「
過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法
」
の
規

定
に
よ
る
過
疎
市
町
村
の
要
件
は
、
第
一
に
一
九
六
〇
年
か
ら
七
五
年
ま
で
の
人
口
減
少
率
二
〇
％
以
上
、
第

二
に
財
政
力
指
数
（
一
九
七
六
～
七
八
年
平
均
）
〇
二
二
七
以
下
、
で
あ
る
。
釜
石
市
人
口
は
一
九
六
〇
年
か

／
一7．8％

一1L2％

一5．4％

一5・4％

89，092人

82，104人

72，923人

68，981人

65，250人

第5表人ロの推移

「昭和35年国勢調査
1

：同，40年国勢調査

　同　45年国勢調査

　同　50年国勢調査

　同　55年国勢調査

　　　右欄は減少率



第6表　歳入構成の比較

地方税斐付窺屡出劉県支暉地方債1その他1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

髪！1％i副劉寄網lll％昭和40年度

同53年度

（出所）自治省財政局「都市別決算状況調（昭和40年度）」および釜石市財政課

！
巨
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
i

ら
七
五
年
ま
で
に
実
に
二
二
・
六
％
減
っ
て
い
る
か
ら
、
人
口
に
関
す
る
か
ぎ
り
釜
石
市
は
一
人
前
の
過
疎
地

な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
釜
石
の
く
過
疎
問
題
v
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
農
山
村
の
場
合
と
は
著
し
く
異
る
く
特
異

な
v
過
疎
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
釜
石
市
は
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
当
時
、
財
政
逼
迫
が
続
き
（
昭
和
三
六
年
度
か
ら
四
三
年
度
ま
で
一

地
方
交
付
税
「
不
交
付
団
体
」
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
実
質
収
支
は
赤
字
で
あ
る
）
、
昭
和
四
二
．
四

三
年
に
「
地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法
」
の
準
用
団
体
と
な
っ
た
。
そ
の
昭
和
四
〇
年
時
点
の
歳
入
構
成

を
、
昭
和
五
三
（
一
九
七
八
）
年
と
比
較
し
て
み
よ
う
（
第
6
表
）
。
昭
和
四
〇
年
に
市
は
実
質
収
支
で
二
億

五
、
六
〇
〇
万
余
円
の
赤
字
を
計
上
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
財
政
力
指
数
一
．
二
七
の
「
富
裕

団
体
」
で
あ
り
い
歳
入
構
造
は
今
日
よ
り
も
明
ら
か
に
良
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
裏
返
し
て
い
え
ば
、
当
時
ば
経

費
の
膨
張
が
た
だ
ち
に
収
支
の
悪
化
に
結
び
つ
い
た
の
に
反
し
、
今
日
で
は
そ
れ
が
な
か
な
か
表
面
化
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
く
矛
盾
噴
出
型
v
の
財
政
構
造
か
ら
く
矛
盾
隠
蔽
型
v
の
財
政
構
造
に
移
っ
て
き
た

わ
け
だ
。

　
釜
石
市
は
戦
前
来
の
く
古
い
城
下
町
v
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
釜
石
の
財
政
問
題
は
、
公
共
資
金
を
動
員
し
て

基
盤
整
備
を
行
い
将
来
の
税
収
を
当
て
こ
ん
だ
の
が
見
込
み
外
れ
と
な
り
、
逆
に
現
代
的
貧
困
の
発
生
に
伴
う
経

費
膨
張
に
直
面
し
て
財
政
が
危
機
に
陥
る
と
い
う
、
高
度
成
長
期
の
地
域
開
発
の
産
物
と
し
て
の
産
業
都
市
財
政

問
題
と
は
、
明
ら
か
に
異
る
。
人
口
の
急
増
に
よ
る
行
政
需
要
膨
張
へ
の
対
応
に
追
わ
れ
る
大
都
市
圏
自
治
体
の

財
政
問
題
と
も
も
ち
ろ
ん
全
く
性
格
を
異
に
す
る
。
も
し
こ
の
地
に
製
鉄
所
が
存
在
し
な
か
っ
た
ら
、
釜
石
は
漁

業
を
中
心
と
し
た
僻
遠
の
一
大
群
落
に
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ま
釜
石
を
津
波
の
よ
う
に
襲
っ
て
い
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一



　
　
　
－
巨
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
一

態
は
、
こ
の
地
を
こ
の
よ
う
な
く
僻
遠
の
一
大
群
落
v
に
様
変
わ
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
進
行
し
て
い
る
」

現
象
な
の
で
あ
る
。

一
一
二

地
す
べ
り
的
な
過
疎
化

三
、
新
日
鉄
と
釜
石
市
財
政
（
八
財
政
体
質
要
因
v
）

　
新
日
本
製
鉄
は
釜
石
市
に
お
け
る
地
域
独
占
資
本
で
あ
る
。
　
「
地
域
独
占
」
と
は
、
間
接
的
労
働
手
段
の
利
用
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
種
の
特
別
利
潤
を
取
得
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
⑫
戦
後
の
高
度
成
長
の
大
き
な
特
徴
は
、
周
知
の
と
お
り
公
共
団
体
が
港
湾
の
建
設
、
土

地
（
と
く
に
臨
海
埋
立
地
）
の
造
成
、
住
宅
・
道
路
の
建
設
、
工
業
用
水
道
の
敷
設
等
、
社
会
的
一
般
労
働
手
段
な
い
し
社
会
的
共
同
消
費
手

段
の
供
給
を
行
い
、
こ
れ
を
独
占
資
本
が
私
的
に
専
有
す
る
形
で
地
域
開
発
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
釜
石
製
鉄
所
は
、
そ
れ
ら

の
い
わ
ゆ
る
社
会
資
本
を
自
ら
建
設
し
、
私
的
に
所
有
し
て
い
る
。
原
材
料
お
よ
び
製
品
の
輸
送
は
専
用
埠
頭
と
構
内
鉄
道
を
用
い
て
自
前
で

行
い
、
用
水
は
地
下
水
を
自
ら
汲
み
上
げ
る
。
ま
た
近
年
持
家
政
策
に
転
じ
た
と
は
い
え
依
然
と
し
て
広
大
な
社
宅
を
有
し
て
い
る
。
サ
ッ
カ

ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場
も
製
鉄
所
の
土
地
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
釜
石
製
鉄
所
が
市
の
財
政
に
直
接
的
に
依
存
す
る
関
係
は
、
乏
し
い
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
　
「
産
業
基
盤
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
社
会
資
本
は
、
い
わ
ば
く
物
的
産
業
基
盤
v
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
そ
も
そ
も
経
営
が
成
り
立
つ
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
〈
人
的
産
業
基
盤
〉
す
な
わ
ち
良
質
で
か
つ
従
順

な
労
働
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
第
三
に
く
営
業
基
盤
V
一
釜
石
の
場
合
で
い
え
ば
広
範
な
関
連
下
請
企
業
群
の
存
在
が
、
地
域
独
占
資

本
の
経
営
を
支
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
製
鉄
所
に
直
接
・
間
接
に
か
か
わ
る
労
働
力
の
再
生
産
（
教
育
・
福
祉

・
保
健
衛
生
等
）
、
ま
た
関
連
下
請
企
業
群
の
経
営
基
盤
の
創
出
・
維
持
の
面
で
、
市
財
政
の
果
た
す
役
割
は
言
う
ま
で
も
な
く
き
わ
め
て
大

き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



1年度）　　　　（単位千円）

家　屋　1償却資産暇定資1

第7表固定資産税額調（昭和55年度）

摩資聾
663，765

511，981

　　43．9

　78，723　　　357，863

480，168　489，435

　　　16．4　　　　　73．1

　　　　　　1土地
釜石製鉄所A1227・179

市合計B　l472，096AIB×1。。「48．1

（出所）釜石市税務課資料より。　（市の合計額には交付金を含む）

1
巨
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
1

　
今
日
の
局
面
に
お
い
て
は
、
問
題
は
製
鉄
所
の
「
合
理
化
」
が
地
域
に
与
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
衝
撃
と
市
財
政

と
の
か
か
わ
り
に
あ
る
。
そ
れ
は
租
税
収
入
面
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
じ
つ
は
経
費
面
へ

の
影
響
の
方
が
む
し
ろ
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
製
鉄
所
が
営
業
規
模
を
縮
小

す
る
こ
と
が
く
人
的
産
業
基
盤
V
と
く
営
業
基
盤
V
の
切
り
捨
て
に
直
結
し
、
し
か
も
製
鉄
所
が
自
ら
所
有
す

る
〈
物
的
産
業
基
盤
〉
を
手
離
す
こ
と
な
し
に
そ
れ
を
断
行
す
る
こ
と
か
ら
、
市
の
行
財
政
は
一
方
で
「
合
理

化
」
の
あ
と
始
末
を
強
い
ら
れ
な
が
ら
、
他
方
で
は
状
況
打
開
の
隘
路
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
最
も
重
要
な
く
物
的
産
業
基
一
盤
v
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
土
地
で
あ
る
。
釜
石
は
平
坦
部
の
き
わ
め
て
乏
し

い
土
地
柄
で
あ
る
が
、
そ
の
主
要
な
部
分
を
製
鉄
所
が
占
め
て
い
る
。
固
定
資
産
税
統
計
を
見
る
と
、
土
地
に

か
か
る
固
定
資
産
税
の
じ
つ
に
四
八
二
％
を
製
鉄
所
が
負
担
し
て
い
る
（
第
7
表
）
。
製
鉄
所
の
〈
空
間
独

占
〉
が
い
か
に
著
し
い
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
空
間
独
占
が
、
釜
石
に
く
一
点
頂
上
型
v
の

地
域
社
会
経
済
構
造
を
現
出
さ
せ
た
一
つ
の
物
質
的
基
礎
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
製
鉄
所
は
人
員
削
減

や
持
家
政
策
へ
の
転
換
に
よ
る
社
宅
の
縮
小
か
ら
相
当
の
空
閑
地
を
作
り
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
手
離
そ
う

と
し
な
い
。
か
く
て
土
地
の
狭
隘
な
釜
石
に
広
大
な
運
動
場
が
い
く
つ
も
存
在
す
る
と
い
う
奇
妙
な
風
景
が
展

開
す
る
の
で
あ
る
。
　
『
第
二
次
釜
石
市
市
勢
発
展
計
画
』
に
よ
れ
ば
市
人
口
減
少
の
原
因
は
「
新
し
い
就
労
の

場
が
作
ら
れ
な
い
た
め
、
若
手
労
働
者
が
定
着
せ
ず
、
更
に
既
存
企
業
の
合
理
化
に
よ
る
雇
用
力
の
低
下
が
続

き
、
本
市
に
集
積
さ
れ
た
高
度
の
技
術
を
有
す
る
勤
勉
な
中
高
年
齢
層
が
他
圏
域
へ
移
住
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
」
　
（
2
ペ
ー
ジ
）
こ
と
で
あ
る
。
　
「
新
し
い
就
労
の
場
が
作
ら
れ
な
い
」
こ
と
の
一
大
原
因
が
、
製
鉄
所
の

空
間
独
占
に
よ
る
土
地
不
足
”
高
水
準
地
価
に
あ
る
こ
と
は
市
当
局
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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1
巨
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四

　
物
的
産
業
基
盤
を
抱
え
こ
ん
だ
ま
ま
で
な
さ
れ
る
人
的
産
業
基
盤
と
営
業
基
盤
の
切
り
捨
て
は
、
市
財
政
の
支
出
面
に
巨
大
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
。
大
量
の
市
債
発
行
に
よ
る
公
共
施
設
の
建
設
は
、
直
接
間
接
に
釜
石
市
の
〈
地
盤
沈
下
〉
へ
の
対
応
策
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
　
「
合
理
化
」
が
、
物
的
産
業
基
盤
－
な
か
ん
づ
く
土
地
－
の
漸
次
的
明
け
渡
し
を
伴
う
よ
う
な
形
態
で
な
さ
れ
ぬ
こ
と
が
、

市
財
政
逼
迫
の
一
原
因
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
市
財
政
と
製
鉄
所
と
の
経
費
面
で
の
関
係
は
数
量
的
に
は
把
握
し
に
く
い
。
．
が
、
と
も
あ
れ
今
日
の
釜
石
製
鉄
所
は
、
〈
財
政
依
存
体
質
v

を
も
っ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
く
財
政
危
機
打
開
阻
害
体
質
v
を
も
っ
と
言
っ
た
方
が
適
当
で
あ
る
。
⑬
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・
さ
て
次
に
収
入
面
を
見
よ
う
。
収
入
面
で
は
市
財
政
が
〈
金
鉄
依
存
体
質
〉
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
第
8
表
は
地
方
税

の
状
況
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
五
〇
・
五
一
お
よ
び
五
三
年
に
市
税
（
法
人
分
）
の
大
幅
な
減
少
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も

な
く
製
鉄
所
の
納
税
額
が
極
端
に
減
少
し
た
か
ら
で
あ
る
（
第
9
表
参
照
）
。
市
民
税
は
前
年
所
得
課
税
で
あ
る
か
ら
、
市
は
減
少
を
あ
ら
か

じ
め
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
の
第
2
表
に
見
ら
れ
る
市
当
局
の
や
り
く
り
上
手
は
こ
う
し
た
財
政
体
質
の
結
果
で
あ
る
。
い
わ
ば
新

日
鉄
の
営
業
利
益
が
市
の
財
政
運
営
の
た
づ
な
を
握
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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第10表　新日鉄事業所別従業員数

　　　（昭和54年3月31日現在）

1　　　　　　一従業員数百分比

7・9％

26．9

　8．8

　5．3

！2．6

　4．4

12．1

　4．9

10．9

　5．3

　0．8

　0．1

100．0

本社（営業所等）　5，431

　　　　　　ド八　幡製鉄所　　18，434

室蘭製鉄所16，060
　　　　　　し
釜　石製鉄所・　3，604

広　畑製鉄所　　8，630

　光　製鉄所1　3，035

名古屋製鉄所i　8，328

　堺製鉄所　3，353
君津製鉄所　7，498
大　分製鉄所1　3，642

　　　　　　　卜
東　京製造所1　　528

　　　　　　　り
中国協力本部i　　80

　　　　　　　ド
　　　計168，623

（出所）シリーズ・日本の企業

「新日本製鉄」　（蒼洋社，1978）

一
団
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
1

　
と
こ
ろ
で
法
人
市
民
税
（
法
人
税
割
）
は
、
複
数
事
業
所
を
多
地

域
に
有
す
る
い
わ
ゆ
る
分
割
法
人
の
場
合
に
は
各
事
業
所
の
従
業
員

数
を
基
準
に
し
て
分
割
賦
課
さ
れ
る
。
そ
こ
で
新
日
本
製
鉄
各
事
業

所
の
従
業
員
数
を
見
よ
う
（
第
1
0
表
）
。
見
ら
れ
る
と
お
り
釜
石
製

鉄
所
は
全
社
の
約
二
〇
分
の
一
の
従
業
員
を
擁
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

新
日
本
製
鉄
の
な
か
で
の
釜
石
製
鉄
所
の
地
位
の
低
下
に
と
も
な
っ

て
市
税
収
入
も
減
少
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
釜
石
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



第2図　市税構成の推移
昭53
類
団

100
そ

の
他

80
固

定

60 資

産

税

40

法

市 人
分

20 民
％ 税 個

人

分

昭和 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

ー
巨
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
1

第3図　固定資産税構成の推移

交100
付
金

償

却

資

産

50

％

家

屋

土

地

昭和 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

ノ、

鉄
所
が
一
事
業

所
と
し
て
営
業

利
益
を
あ
げ
て

い
な
く
て
も
新

日
鉄
全
体
と
し

て
利
益
が
計
上

さ
れ
て
お
れ
ば

市
税
（
法
人
税

割
）
収
入
が
確

保
さ
れ
る
と
い

う
意
味
で
は
、

今
日
で
は
む
し

ろ
市
財
政
に
と

っ
て
新
日
鉄
が

分
割
法
人
で
あ

る
こ
と
は
有
利

に
作
用
し
て
い

る
か
も
し
れ
な



同　49

212，198
（113。7）

289，023

（1185）

　　　73．4

　　（単位千円）

同　47　　同　48

223，3031225，533
（119．7）1（120．9）

291，3・5i297，893

（1195）1（122・2）

　　76．71　　　　　75．7

第11表　償却資産税額の推移

同　46

217，192
（116．4）

278，206
（114．1）

　　　78．1

昭和45年

186，574
（100）

243豊824
（100）

　　　76．5

釜石製鉄所分　A

市　合　計　B

　AIB×100

　1同521同531同541同551
52一弱6，478： S15，6911・窺，582i357，863i
1）！（239・3），（222・8）1（208・3）1（191・8）

72…579，582…546，958　535，4131489，435
0）1（237．7）1（224．3）（2！9．6）（200・7）
　1

21　77・・1　76・・　72・6…　73・1

同　501同　51

258，78gi％0，252一弱6，478一
（138・7）1（193・1）！（239・3）1

353，5231472，972…579，582…
（145・・）i（194・・）i（237・7）1

　　73・2i　7621　77・Ol

　　（出所）釜石市税務課資料より

1
巨
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
i

い
。　

い
わ
ゆ
る
企
業
城
下
町
財
政
の
特
徴
は
税
収
に
占
め
る
固
定
資
産
税
の
大
い
さ

に
あ
る
。
そ
こ
で
釜
石
市
の
市
税
構
成
の
推
移
を
見
よ
う
（
第
2
図
）
。
類
似
団
体

と
比
較
し
て
な
る
ほ
ど
釜
石
市
の
固
定
資
産
税
は
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る

が
、
し
か
し
そ
の
比
重
は
漸
減
し
て
い
る
。
さ
ら
に
固
定
資
産
税
の
内
部
構
成
を

見
れ
ば
第
3
図
の
よ
う
な
推
移
を
示
す
。
す
な
わ
ち
償
却
資
産
税
の
減
少
が
顕
著

で
あ
る
。
　
（
土
地
に
か
か
る
固
定
資
産
税
の
上
昇
は
宅
地
の
評
価
額
が
評
価
替
え

毎
に
大
き
く
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
）
そ
こ
で
釜
石
製
鉄
所
の
償

却
資
産
税
の
推
移
を
併
せ
て
見
る
と
（
第
n
表
）
、
製
鉄
所
の
比
重
は
依
然
と
し

て
圧
倒
的
で
あ
る
が
、
伸
び
率
ぱ
市
合
計
の
そ
れ
を
下
回
っ
て
い
る
。
償
却
資
産

の
減
価
を
償
う
に
足
る
設
備
投
資
の
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
市
税
収
入
の
伸
び

悩
み
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
現
在
進
行
し
て
い
る
「
合
理
化
」
の
影
響
で
あ
る
が
、
釜
石
市
当
局

の
資
料
に
よ
れ
ば
釜
石
鉱
山
お
よ
び
釜
石
製
鉄
所
の
「
合
理
化
」
に
よ
る
市
税
減

収
予
想
値
は
第
1
2
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
年
平
均
一
億
円
弱
の
直
接
的
な
減
収
が

生
じ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
間
接
的
な
波
及
効
果
ま
で
含
め
れ
ば
数
字
は
も
っ
と

大
き
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
固
定
資
産
税
の
減
収
が
見
込
ま
れ
て
い
な
い
が
、

釜
石
市
税
務
課
の
資
料
に
よ
っ
て
「
高
炉
等
が
生
産
調
整
等
な
ん
ら
か
の
理
由
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七



第12表 新日鉄・日鉄鉱業・関連下請会社の人員削減・閉山に伴う市税減収

　　見込額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円）

購犠1輔噛轟1編
　　　　　　、　　…下請会社

計！ h1合計
54

55

56　i

57 P
58 P
59　！

計　I
　　I

79・Fi　l2・8・・：9・212112ρ12
36・520奄P1・25215ρ0012・800 P9・21228・26ぐ12・202

39・150i15・75415ρ0曾2・800！9・21232・766112・986

41・400「16・542 P5ρ00…5・550！17・26844・360113・649一

論難i鼎：1難li！llii馨i灘i

1繊i

84，902
　　　　99，409！

119，492

129，7741
　　　1
523・365

日鉄鉱業所の数字にカッコがつけられているのは合理化後の

別会社r釜石鉱業所」が3年の期限を付せられているからで

ある。なお，　（特）は特別徴収分，　（法）は法人税割。

t
巨
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
一

（出所）釜石市税務課

第13表　休止設備に対する固定資産評価上の取扱い

　　　　　　　　　休止期間により減額補正している。

　　　　　　　　　　12月以上18月未満の休止　　　　10拓の減額
北　九　州　市
　　　　　　　　　　18月以上24月未満の休止　　　　20％の減額

　　　　　　　　　　24月以上の休止　　　　　　　　30％の減額

姫　　路　　市
北九州市と同様。

　（昭和53年9月から圧延工場が休止）

室　　蘭　　市

君　　津　　市

1昭和52年に2基休止し他に転用する見込みもないので

1　用途廃止の認定により評価除外。

　　　　　　　　　　　　　　一　　一
4号炉は廃止同様の状態であるが通産局に対し用途廃止の申請

をしていないので，取得価額の5％（残存価額）最終価額で評　一

価している。

釜　　石　　市

大形工場　昭和53年3月26日休止。評価は変更なし。

　帳簿価額　　　　　1・240，000，000円

　税額　　17，360，000円

（出所）釜石市税務課資料より 八

よ
り
稼
働

を
休
止
し

て
い
る
場

合
の
評
価

上
の
取
扱

い
」
を
見

れ
ば
第
1
3

表
に
示
す

と
お
り
で

あ
る
。
釜

石
製
鉄
所

の
大
形
工

場
は
あ
く

ま
で
「
休

止
」
で
あ

り
、
用
途

廃
止
の
申

請
が
な
さ



れ
て
い
な
い
の
で
減
収
は
な
い
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
償
却
資
産
は
現
状
維
持
の
状
態
で
も
減
価
し
て
い
く
。
固
定
資
産
税
依
存
の
財

政
体
質
が
あ
る
か
ぎ
り
、
〈
収
入
の
現
状
維
持
v
の
た
め
に
は
く
設
備
の
現
状
維
持
v
で
は
足
ら
な
い
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
法
人
市
民
税

（
法
人
税
割
）
は
制
限
税
率
い
っ
ぱ
い
で
賦
課
さ
れ
て
い
る
が
固
定
資
産
税
は
標
準
税
率
（
一
G
O
分
の
一
・
四
）
に
よ
っ
て
お
り
、
理
論
的

に
は
超
過
課
税
が
可
能
で
あ
る
。
⑭

四
、
税
財
政
制
度
と
釜
石
市
（
八
財
政
制
度
要
因
）
）

　
釜
石
市
と
税
財
政
制
度
と
の
か
か
わ
り
は
二
つ
の
観
点
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
租
税
（
地
方
税
）
制
度
の
観
点
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
租
税
以
外
の
財
政
制
度
の
観
点
で
あ
る
。

　
い
ま
釜
石
市
で
生
じ
て
い
る
の
は
高
度
成
長
期
の
典
型
的
な
地
域
開
発
に
み
ら
れ
た
現
象
と
ち
ょ
う
ど
逆
の
事
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
企
業
立

地
に
先
立
っ
て
自
治
体
が
産
業
基
盤
整
備
に
莫
大
な
公
共
資
金
を
注
ぎ
込
む
の
と
ち
ょ
う
ど
反
対
に
、
立
地
し
て
い
た
企
業
が
（
少
く
と
も
部

分
的
に
）
撤
退
し
か
け
る
段
階
で
、
そ
の
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
た
め
に
、
公
共
資
金
の
動
員
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
関
係
に
お
い
て
事
態
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
前
者
の
地
域
開
発
が
公
共
投
資
の
成
果
を
私
的
に
占
有
す
る
「
地
域
独
占
」
の
実
現
で
あ
る

の
と
相
似
て
、
経
営
の
縮
小
に
伴
う
「
社
会
的
費
用
」
を
公
共
資
金
に
転
嫁
す
る
後
者
の
場
合
は
、
い
わ
ば
く
社
会
的
費
用
の
利
潤
化
v
を
行

な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
釜
石
市
が
い
ま
被
っ
て
い
る
社
会
的
費
用
は
前
述
の
よ
う
に
特
異
な
過
疎
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い

る
か
ら
、
い
わ
ば
く
過
疎
対
策
費
v
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
問
題
は
つ
ま
り
こ
の
過
疎
対
策
費
の
「
原
因
者
負
担
」
が
な
さ
れ
な
い

と
こ
ろ
に
あ
る
。
少
く
と
も
税
制
度
の
上
で
は
、
こ
の
過
疎
を
ひ
き
起
し
た
原
因
者
は
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
む
し
ろ
税
負
担
を
低
減
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
税
制
上
で
こ
の
社
会
的
費
用
を
原
因
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
部
分
的
に
可
能
で
な
い
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
自
治
体
の
課
税

　
　
　
一
団
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九



　
　
　
－
巨
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇

自
主
権
を
行
使
し
て
不
均
一
超
過
課
税
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
超
過
課
税
に
よ
る
増
収
は
地
方
交
付
税
算
定
の
際
に
基
準
財
政
収
入
額
に
算
入

さ
れ
な
い
か
ら
、
自
由
財
源
に
な
る
。
、
仮
り
に
釜
石
製
鉄
所
の
固
定
資
産
税
率
を
現
行
の
一
〇
〇
分
の
一
・
四
か
ら
制
限
税
率
の
一
〇
〇
分
の

二
．
一
に
、
す
な
わ
ち
一
・
五
倍
に
引
き
上
げ
れ
ば
、
昭
和
五
五
年
の
場
合
約
三
億
三
〇
〇
〇
万
円
の
増
収
に
な
る
勘
定
で
あ
る
。

　
　
「
〔
昭
和
〕
四
九
年
三
月
、
東
京
都
が
法
人
事
業
税
の
不
均
一
超
過
課
税
を
決
定
す
る
と
、
横
浜
市
も
同
年
七
月
に
法
人
市
民
税
の
不
均
一
超
過
課
税
を
決

　
定
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
こ
の
超
過
課
税
は
大
都
市
自
治
体
を
中
心
に
急
速
に
波
及
し
て
い
き
、
五
三
年
度
に
は
、
法
人
住
民
税
で
は
、
都
道
府
県
で
四

　
四
団
体
、
大
都
市
地
域
を
中
心
に
し
て
市
町
村
で
一
五
二
団
体
、
法
人
事
業
税
で
も
五
都
道
府
県
が
実
施
す
る
に
至
っ
た
。
」
し
か
し
な
が
ら
「
事
業
用
固

　
定
資
産
税
の
超
過
課
税
は
、
中
小
企
業
の
税
負
担
増
加
の
影
響
を
し
ゃ
断
ず
る
こ
と
は
技
術
的
に
困
難
だ
と
い
う
理
由
か
ら
」
実
施
が
断
念
さ
れ
た
。
⑮

　
　
固
定
資
産
税
の
不
均
一
超
過
課
税
に
つ
い
て
は
昭
和
五
一
年
五
月
自
治
省
が
異
例
の
通
達
を
出
し
て
「
最
近
固
定
資
産
税
の
課
税
に
当
た
っ
て
一
般
的
に

　
超
過
税
率
を
採
用
す
る
と
と
も
に
他
方
に
お
い
て
一
定
の
固
定
資
産
に
つ
い
て
従
前
の
税
率
に
据
え
置
く
等
の
不
均
一
な
課
税
方
法
を
検
討
し
て
い
る
向
き

　
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
…
…
例
え
ば
単
に
法
人
と
個
人
と
い
う
よ
う
な
固
定
資
産
の
所
有
者
の
区
分
、
課
税
標
準
額
の
大
小
、
固
定
資
産
の
種
類
の
別
又
は

　
用
途
の
別
等
に
よ
っ
て
税
負
担
に
差
を
設
け
る
よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と
は
…
…
法
の
予
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
行
う
べ
き
で
な
い
」
と
強
く
否
定

　
す
る
意
思
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
北
野
弘
久
氏
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
「
憲
法
理
論
上
、
大
企
業
の
事
業
用
資
産
は
資
本
的

　
財
産
で
あ
っ
て
担
税
力
が
強
い
。
ま
た
不
動
産
業
者
が
棚
卸
資
産
と
し
て
所
有
す
る
土
地
等
は
投
機
的
財
産
で
あ
っ
て
担
税
力
が
強
い
。
こ
れ
に
対
し
中
小

　
企
業
の
事
業
用
資
産
、
農
家
の
農
業
用
資
産
、
庶
民
の
居
住
用
資
産
等
は
生
存
権
的
財
産
で
あ
っ
て
担
税
力
が
弱
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
資
本
的
財
産
や
投
機
的

　
財
産
に
対
し
て
は
重
課
（
超
過
課
税
）
し
（
大
企
業
の
資
産
と
い
っ
て
も
従
業
員
の
社
宅
や
寮
等
の
庶
民
の
生
存
に
使
用
さ
れ
て
い
る
部
分
は
超
過
課
税
の

　
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
そ
の
所
有
の
実
態
を
検
討
し
担
税
力
の
あ
る
所
有
関
係
に
対
し
重
課
す
る
こ
と
と
す
る
）
、
生
存
権
的
財

　
産
に
対
し
て
は
軽
課
す
る
（
そ
の
方
法
と
し
て
、
た
と
え
ば
地
方
税
法
六
条
二
項
に
よ
り
税
額
控
除
を
行
う
）
と
い
う
か
た
ち
で
不
均
一
課
税
を
行
う
こ
と

　
　
は
現
行
法
の
も
と
で
も
適
法
で
あ
る
し
、
む
し
ろ
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
⑯

　
租
税
制
度
の
面
で
さ
ら
に
問
題
に
な
る
の
は
周
知
の
租
税
特
別
措
置
で
あ
る
。
広
義
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
さ
れ
る
所
得
を
新
日
鉄
に
つ



（単位百万円）

昭和56年3月期決算

　　　　10，704

　　　154，709

　　　113，553

　　　　8．042

第14表　新日鉄における租税特別措置適用所得

昭和55年3月期決算

　　　　4，979

　　　129，143

　　　　83，513

　　　　7．639

19，054

4，533

15，818

53．272

18，408

5，012

16，854

68．667

379，685339，194

　　　1項　　　　目

適法1貸倒引当金
用人　一退職手当引当金
所税　　1特別修繕引当金
得法
　　　受取配当の益金不算入額

難繭格変動準備金
用特　　投資損失準備金
所別　i公害防止準備金
得措　1
　置　1特別償却引当金

　合　　　　　　　計

　　　（出所）有価証券報告書

一
団
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
1

い
て
第
1
4
表
に
示
し
た
。
三
千
数
百
億
円
に
の
ぼ
る
所
得
に
つ
き
法
人
税
が
減
免
さ

れ
て
い
る
。
本
来
課
税
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
損
金
に
算
入

さ
れ
て
い
る
法
人
事
業
税
（
昭
和
五
五
年
度
で
二
七
九
億
円
）
を
こ
れ
に
加
え
て
も

よ
い
。
法
人
住
民
税
（
法
人
税
割
）
の
課
税
標
準
は
も
ち
ろ
ん
法
人
税
額
で
あ
る
か

ら
、
法
人
税
上
の
特
別
措
置
は
た
だ
ち
に
地
方
税
収
に
波
及
す
る
。
ま
た
法
人
税
の

減
免
は
地
方
交
付
税
（
所
得
税
・
法
人
税
・
酒
税
の
一
定
割
合
が
充
て
ら
れ
る
）
の

減
少
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
新
日
鉄
の
場
合
に
租
税
特
別
措
置
が
釜
石

市
財
政
に
ど
の
程
度
の
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
試
算
す
る

余
裕
が
な
い
が
、
巨
大
法
人
に
依
存
す
る
地
域
の
財
政
に
お
い
て
そ
の
影
響
が
相
対

的
に
大
き
く
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
⑰

　
だ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
行
租
税
制
度
に
拠
っ
て
い
て
は
、
釜
石
に
お
け
る
ご

と
き
社
会
的
費
用
を
原
因
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
は
限
ら
れ
て
い

る
。
い
い
か
え
れ
ば
新
日
鉄
と
釜
石
市
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
外
部

不
経
済
の
内
部
化
」
を
図
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
税
外
負
担
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
次
に
地
方
税
以
外
の
財
政
収
入
を
見
よ
う
。
釜
石
市
の
地
方
交
付
税
は
や
や

少
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
昭
和
五
三
年
度
で
歳
入
総
額
に
占
め
る
交
付
税
の
割
合
は

釜
石
市
一
五
・
O
％
、
類
似
団
体
一
八
・
四
％
で
あ
る
一
こ
の
年
市
税
の
大
幅
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一



一
団
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
一

第15表　補正による基準財政需要増加額

　　　　昭和53年度（単位千円）

増　加　額

　　　　　　　0

　　　　　　　0

　　157，511

　　120，393

　　134，908

　　　66，026

　　　76，820

　　　26，014

　　　　　　　0

　　　　　　　0

補正の種類

1
豆
正
正
正
正
正
H
正
正

　
　
補
　
補
　
　
正
補

正
　
　
補
　
補
補
　
　
補

補
　
減
　
費
　
　
補
地

増
同
急
資
　
冷
度
　
　
併

隠
値
業
　
容
隔

人
　
数
投
事
寒
密
態
遠
合

（出所）釜石市分地方交付税算定台帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二

減
収
が
見
込
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
）
。
交
付
税
算
定
の
ベ
ー
ス
と
な
る

国
勢
調
査
人
口
の
減
少
に
伴
っ
て
、
釜
石
市
の
普
通
交
付
税
は
五
年
毎
に
減
額
の

憂
き
目
を
み
る
恐
れ
に
直
面
す
る
。
第
1
5
表
で
補
正
の
状
況
を
見
れ
ば
、
投
資
補

正
や
事
業
費
補
正
の
比
較
的
少
い
の
を
数
値
急
減
補
正
で
償
っ
て
い
る
恰
好
で
あ

る
。
釜
石
市
の
財
政
構
造
と
交
付
税
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
f
東
京
都
新
財
源

構
想
研
究
会
の
手
法
を
参
考
に
し
つ
つ
ー
ー
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

さ
し
あ
た
り
仮
説
的
に
言
え
る
こ
と
は
、
都
市
が
急
速
に
過
疎
化
す
る
と
い
う
現

象
に
伴
う
特
殊
な
財
政
需
要
の
発
生
パ
タ
ー
ン
を
、
現
行
の
交
付
税
算
式
は
把
握

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
⑱
も
し
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
普
通
交
付
税
算
式
を
も
っ
て
し
て
は
把
握
さ
れ
な
い
需
要
に
つ
い
て
は
特
別
交
付
税
の
交
付
対
象
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
現
に
「
特

定
不
況
地
域
振
興
対
策
」
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
特
別
交
付
税
の
配
分
基
準
は
全
く
自
治
省
の
密
室
の
裁
量

の
範
囲
内
に
あ
る
し
、
ま
た
特
定
事
業
の
た
め
の
起
債
の
元
利
償
還
費
と
し
て
特
別
交
付
税
が
措
置
さ
れ
る
場
合
に
は
一
般
財
源
が
事
実
上
特

定
財
源
化
す
る
と
い
う
問
題
を
含
む
。
　
（
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
に
地
方
債
と
も
か
ら
め
て
次
稿
で
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。
）

　
最
後
に
補
助
金
で
あ
る
。
釜
石
製
鉄
所
の
「
合
理
化
」
に
伴
う
新
た
な
行
政
需
要
の
発
生
－
言
う
ま
で
も
な
い
が
そ
れ
は
離
職
者
対
策
等

の
直
接
・
緊
急
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
釜
一
石
の
く
過
疎
化
V
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
行
政
需
要
を
含
む
一
f
に
、
国
お
よ
び
県

の
支
出
金
が
い
か
な
る
対
応
を
見
せ
て
い
る
か
、
こ
れ
も
詳
細
な
検
討
は
今
後
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
あ
え
ず
超
過
負
担
－
の
状
況

を
示
せ
ば
第
1
6
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
事
業
は
と
り
た
て
て
く
過
疎
対
策
V
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
。



　第16表　釜石市超過負担の状況（昭和53年度）　　　　　（単位千円）

事業『 ｼ。萎業饗瞬単価肇数叢差秘結、蟹担邊

2，344　　8．6％

1，898…2、3

9，633　　7．0
　　卜
6，41619・3

4，195：　　7。2

　　15，829i　26．5

　　　0

1，898

9，566

6，068

2，767

1、728

0　　9465，　40．9
　　　　，

0　　 2，145　　91．6　
1

0i2，998506．4
　i

Oi　lg，540　729．1

　　　　q2・23912・017

32ρ27176・7・2114・5

　178

　　　0

　　　0

　　　0

1，410

　　37

　　　0

　　　0

　　　0

8，517

1．958

2，166

　　　0

　　67

　　348

　　　18

4，064

9465
　，

2，145

2，998

1，023

　　281

洞泉公営住宅　29，53027，186
　　　　　　　　　　ド大只越既設公営住宅！81，620：79，722
　　　　　　　　　　　　　　1
白浜小学校校舎i146，6671137，034…

八雲小学校校舎1192，619i176，203

鵜住居幼稚園「62，699…58，504
釜石小学校プールi27・8・3i21・974

国民年金経費（拠出年金）！32，628123，163

　同　　　　（福祉年金）…　4，4861　2，341
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
農業委員会費（委員手当）i象590i592
　同　　　（職員費）i22，2201　2，680

　同　　　　（業務費）！　2，350；　　111

606．2i21529．510t22腎57522，100計合

（出所）釜石市財政課資料より

一
、
巨
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
一

①
東
京
大
学
出
版
会
刊
。
財
政
分
析
担
当
執
筆
者
は
遠
藤
湘
吉
．
高
橋

　
誠
・
吉
岡
健
次
の
三
民
。

②
東
京
大
学
出
版
会
刊
。
地
方
財
政
担
当
執
筆
者
は
内
藤
正
中
氏
。

③
　
東
北
社
会
学
研
究
会
『
社
会
学
研
究
』
一
七
号
。
研
究
代
表
者
は
新

　
明
正
道
氏
。
財
政
部
分
の
執
筆
者
は
田
野
崎
昭
夫
・
吉
田
裕
の
両
氏
。

④
東
京
大
学
出
版
会
刊
。
行
財
政
分
析
は
第
七
章
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　
第
七
章
担
当
執
筆
者
は
神
谷
力
・
河
村
望
・
後
藤
和
夫
の
三
氏
。

⑤
七
回
に
わ
た
る
報
告
を
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
が
新
地
書
房
刊
（
一

　
九
七
九
年
）
の
本
書
（
山
本
正
雄
編
）
で
あ
る
。

⑥
筑
摩
書
房
刊
。
第
W
章
「
堺
・
泉
北
臨
海
工
業
地
帯
造
成
と
税
財

　
政
」
。
執
筆
者
は
遠
藤
宏
一
氏
。

⑦
筑
摩
書
房
刊
。
第
H
章
「
チ
ッ
ソ
と
地
域
社
会
」
の
う
ち
「
三
、
チ

　
ッ
ソ
と
水
俣
市
行
財
政
」
。
執
筆
者
は
舟
場
正
富
氏
。

⑧
中
央
大
学
文
学
部
社
会
学
研
究
室
刊
。
財
政
に
か
か
わ
る
部
分
は
湧

　
田
英
明
氏
（
経
済
過
程
）
と
川
崎
嘉
元
氏
（
政
治
過
程
）
の
執
筆
で
あ

　
る
。

⑨
第
二
年
次
報
告
書
の
皿
「
都
市
化
・
都
市
問
題
と
財
政
の
構
造
．
機

　
能
－
豊
田
市
の
公
共
投
資
動
向
と
公
共
施
設
状
況
の
推
移
を
中
心
に

　
一
」
。
執
筆
者
は
遠
藤
宏
一
氏
。

⑩
　
東
京
大
学
出
版
会
刊
。
財
政
分
析
担
当
執
筆
者
は
渡
辺
栄
氏
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
三



　
　
一
団
大
企
業
「
合
理
化
」
と
地
方
財
政
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
二
四

⑪
　
財
政
自
治
は
く
団
体
自
治
的
財
政
自
治
V
と
く
住
民
自
治
的
財
政
自
治
V
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
前
者
は
税
源
配
分
の
状
況
や
補
助
・
起

　
債
事
業
へ
の
統
制
、
あ
る
い
は
く
一
般
財
源
の
特
定
財
源
化
現
象
V
な
ど
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
予
算
制
度
や
財
政
運
営
上
の
住
民
参
加
等

　
に
か
か
わ
る
。
そ
の
場
合
、
団
体
自
治
的
財
政
自
治
の
後
退
一
陳
情
政
治
の
強
要
や
国
家
的
地
域
政
策
へ
の
依
存
の
強
制
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
一

　
を
、
住
民
自
治
的
財
政
自
治
の
発
揚
に
よ
っ
て
大
き
く
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

⑫
宮
本
憲
一
『
社
会
資
本
論
（
改
訂
版
）
』
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
参
照
。

⑬
　
製
鉄
所
専
用
埠
頭
の
桟
橋
延
長
に
伴
う
浚
渫
（
県
が
七
億
円
を
支
出
）
、
あ
る
い
は
同
じ
く
桟
橋
延
長
に
よ
っ
て
生
じ
た
反
射
波
へ
の
対
策
（
県
が
一

　
億
八
○
○
○
万
円
を
負
担
－
こ
の
反
射
波
に
よ
り
回
来
船
が
減
少
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
）
な
ど
、
個
別
的
に
は
製
鉄
所
と
経
費
と
の
関
連
を
見
る

　
事
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
別
の
機
会
に
詳
し
く
見
た
い
。

⑭
　
た
だ
し
固
定
資
産
税
の
超
過
課
税
は
中
小
零
細
企
業
の
税
負
担
増
を
も
た
ら
す
。
不
均
一
課
税
も
考
え
ら
れ
る
が
実
現
は
困
難
で
あ
る
。
　
（
次
節
参

　
照
）
。

⑮
山
本
正
雄
編
『
都
市
財
政
改
革
の
構
想
』
（
前
掲
）
二
六
五
二
一
七
五
ペ
ー
ジ
。

⑯
　
北
野
弘
久
『
新
財
政
法
学
・
自
治
体
財
政
権
』
　
（
勁
草
書
房
、
一
九
七
七
年
）
三
二
七
ペ
ー
ジ
。

⑰
電
気
・
ガ
ス
税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
は
略
す
。

⑱
　
な
か
で
も
釜
石
市
の
場
合
、
地
域
経
済
の
支
柱
を
な
す
事
業
所
が
大
規
模
な
「
合
理
化
」
を
し
て
も
、
事
業
所
間
配
転
等
い
わ
ゆ
る
「
生
首
は
斬
ら
な

　
い
」
方
法
で
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
人
口
は
急
速
に
減
少
す
る
が
失
業
者
は
余
り
発
生
し
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
く
政

　
策
動
向
要
因
V
を
扱
う
次
稿
で
再
び
触
れ
る
。

（
資
料
収
集
に
あ
た
っ
て
釜
石
市
財
政
課
お
よ
び
税
務
課
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
）

（一

續
ｪ
一
　
一
二
・
二
八
）


